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≪基本方針≫ 

長 期 に わ た っ て 健 全 な 財 政 基 盤 の 確 立 

【健全な財政運営のための目標】 

施 策 指 標 平成２６年度までの目標値 

１  経常収支比率  90.0％ 

２  実質公債費比率  18.0％未満の堅持 

３  地方債残高  320.0 億円 
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（８項目）

分類 着手の
番号 始期・終期

1-1-1
情報公開・開示と行
政手続制度の推進

広報紙やホームページを活用しながら
情報公開・個人情報保護制度の周知を
図るとともに、行政手続制度の適正な
運用の推進と行政情報の提供を行う。

22年度 総務課

1-1-2
バランスシート等財
務書類４表の作成・
公表

公会計財務書類４表（連結ベースの貸
借対照表、行政コスト計算書、資金収
支計算書、純資産変動計算書）の整備
及び公表を行う。

22年度 財政課

分類 着手の
番号 始期・終期

1-2-1
市民と市の協働を推
進する条例の制定

市民参画による市政運営を更に推進す
るため、双方の役割分担、責任を明確
にするとともに、そのための施策（権 22～23年度 協働課

６　市政創造計画　改革項目一覧表　＜５８項目＞６　市政創造計画　改革項目一覧表　＜５８項目＞６　市政創造計画　改革項目一覧表　＜５８項目＞６　市政創造計画　改革項目一覧表　＜５８項目＞

　　１　情報提供・情報共有の推進改革基本項目

改革項目 改革方針・目標

改革基本項目

所管課等名

所管課等名改革項目 改革方針・目標

　　２　対話・市民参加の推進

(1) 情報共有と市民参加

1-2-1
進する条例の制定

にするとともに、そのための施策（権
限や財源の地域移譲など）を盛り込ん
だ、市民協働推進条例を制定する。

22～23年度 協働課

1-2-2
市民のボランティア
活動促進

自助、共助、公助の補完のシステムを
市民全体で構築するため、一般市民が
気軽にボランティアに参画できる「市
民ボランティアの日」を創設する。

22～24年度 協働課

1-2-3
市民意向・満足度調
査制度の運用・満足
度向上

市政に対する市民の意向・直接的評価
を把握するため、毎年市民意向・満足
度調査を実施し、最新の市民意向の確
認と時系列でのデータを取得し市民意
向傾向の把握を行う。

22年度 企画政策課

分類 着手の
番号 始期・終期

1-3-1
公共施設等の地域管
理の促進

市の道路、学校、観光施設、公園など
の施設の清掃、修繕を市民が自主的に
行うことにより、施設管理の充実と公
共サービスの市民参画を促進する。

22～26年度 協働課

改革基本項目

改革項目 改革方針・目標 所管課等名

３　市民活動・地域内分権の促進

(1) 情報共有と市民参加
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分類 着手の
番号 始期・終期

1-3-2
市民活動拠点施設の
整備

福祉、教育などの各分野において、地
域に属さず活動を行う市民活動組織の
育成と活動支援のための拠点施設「市
民活動支援センター」を民設民営で設
置し、その支援を行う。

22～26年度 協働課

1-3-3
行政区の整理・統合
の促進

市内１５４の自治会の整理・統合につ
いて、自治会長らと共に研究し、将来
に渡って活動できる自治会とするため
の体制を再構築する。

22～26年度 協働課

改革基本項目 　　３　市民活動・地域内分権の促進

改革項目 改革方針・目標 所管課等名
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（１７項目）

改革基本項目
分類 着手の
番号 始期・終期

2-1-1
財政計画の策定・公
表

合併後の新たな財政計画を策定し、公
表を行う。

22年度 財政課

2-1-2 経常収支比率の改善

事務事業の見直し等の行財政改革の着
実な実行により、経常経費の削減と歳
入財源の確保を進め、経常収支比率の
改善を図る。

22～26年度 財政課

2-1-3
実質公債費比率の抑
制

計画的な起債事業等により、公債費及
び公債費に準じる経費を抑制し、実質
公債費比率１８％未満を堅持する。

22～26年度 財政課

所管課等名

　　2　自主財源の確保

改革項目 改革方針・目標

　　１　財政運営の計画化

改革基本項目

(2) 財政運営の適正化

分類 着手の
番号 始期・終期

2-2-1
市有財産の適正管
理・有効活用

遊休地の処分については、個々の物件
の状況に応じた処分や貸付けなどの有
効活用を図るとともに、財産台帳の整
備を行い適正に管理する。

22～26年度 契約管財課

2-2-2
課税客体の的確な把
握

税の増収のため、未評価家屋や家屋敷
課税の課税客体を把握し、長期的で安
定的な自主財源の確保を図る。

22～26年度 税務課

2-2-3
市税等滞納対策の強
化

市税等の公平・公正の維持・確保、行
財政基盤の確立のため、市税等の滞納
対策の強化に努め、収納率の向上を図
る。

22～26年度 税務課

2-2-4 保育料の収納強化
保育料の滞納・未納対策として、保育
所との連携強化や未納者への指導の強
化を図る。

22～26年度 こども課

改革項目 改革方針・目標

　　2　自主財源の確保

所管課等名

改革基本項目
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分類 着手の
番号 始期・終期

2-2-5
印刷物等への広告掲
載

公共施設、ホームページ、刊行物、ポ
スター、封筒等に市内民間業者や公共
的団体等の有料広告を掲載し、経費の
節減を図るとともに、新たな財源確保
を図る。

22～26年度 総務課

分類 着手の
番号 始期・終期

2-3-1 受益者負担の適正化

使用料、手数料、負担金等について、
各施設・事業ごとの経費等を考慮し、
受益者負担が適正であるか検証し、必
要に応じて見直しを図る。

22～26年度 財政課

2-3-2 保育料の基準見直し
保育料算定基準の所得階層を統一し、
公平な保育料とする。

22～24年度 こども課

ごみ処理有料化に伴
ごみ減量化、ごみ処理経費抑制を図る
ため、市全域でごみ有料化を推進し、

改革基本項目 　　2　自主財源の確保

改革基本項目 3　受益者負担の適正化

改革項目

改革項目 改革方針・目標 所管課等名

改革方針・目標 所管課等名

2-3-3
ごみ処理有料化に伴
うごみ処理経費の低
減

ため、市全域でごみ有料化を推進し、
発生する手数料収入は、有効に活用し
循環型社会構築を図る。

22年度 美化推進課

2-3-4
飫肥城由緒施設使用
料等の適正化

飫肥城由緒施設及び観光駐車場利用料
金等を見直して、施設管理経費と収入
の均衡（若しくは増収）を図り、利用
者にも適正なサービスを還元する。

22年度
文化生涯
学習課

- 19 -



分類 着手の
番号 始期・終期

2-4-1
一部事務組合の財政
改革

日南串間広域不燃物処理組合は、日南
市と串間市で不燃ごみの共同処理事業
を行っているが、当該事業に係る経費
の負担金及び組合事業の更なる適正化
を図る。

22～26年度 美化推進課

2-4-2 下水道事業の健全化
下水終末処理場の運営や下水道使用料
などの見直しのほか、水洗化を促進
し、企業会計の財政健全化を図る。

22～26年度 下水道課

2-4-3
水道事業の経営健全
化

中、長期計画を基本に総括原価方式に
より料金改定を行い、水道事業の健全
財政の運営を図る。

22～23年度 水道課

2-4-4
土地開発公社の健全
化

「土地開発公社経営健全化計画」に基
づき、民間への売却、貸付も検討しな
がら早期の保有地の処分を推進し、経
営の健全化を図る。

22～26年度 契約管財課

改革項目 改革方針・目標 所管課等名

改革基本項目 　　4　特別会計等の健全化

2-4-5
病院事業経営健全化
及びあり方

病院の経営健全化を図るとともに、病
院経営検討委員会における意見を踏ま
えて、病院のあり方を検討する。

22～23年度 中部病院
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（１３項目）

分類 着手の
番号 始期・終期

3-1-1
市の組織機構の見直
し

合併当初のおおむね３年間の第1段階の
組織機構から、合併からおおむね10年
後の新市として望ましい第2段階の組織
機構を確立する。

22～26年度 企画政策課

3-1-2 二役機能の検討
副市長２人制と地域自治区長の配置の
検証と方針の決定を行う。

22年度 総務課

分類 着手の
番号 始期・終期

3-2-1 職員定数の適正化
職員数、退職者の状況や新規の行政需
要への対応を勘案しながら、合併10年 22～26年度

企画政策課
職員課

　　２　職員の定員管理改革基本項目

改革項目

　　１　組織機構の見直し改革基本項目

改革項目 改革方針・目標 所管課等名

改革方針・目標 所管課等名

(3) 行政の効率化・スリム化

3-2-1 職員定数の適正化 要への対応を勘案しながら、合併10年
後の職員数を類似団体の平均にする。

22～26年度
職員課

分類 着手の
番号 始期・終期

3-3-1
職員給与制度等の見
直し

職員の給与制度については、人事院勧
告及び県人事委員会勧告を尊重しなが
ら、引き続き給与水準の改定を行うと
ともに、職務・職責・能力をより重視
した給与制度への転換を検討する。

22～26年度 職員課

3-3-2 職員配置の適正化

職員の適性や意識に応じた人事異動に
よる適正な配置を行い、事務の効率化
と職員の資質・能力の向上を図るとと
もに係を越えた応援体制の確立を図
る。

22～26年度 職員課

3-3-3 時間外勤務の縮減

時間外勤務を縮減することにより、経
常的経費である人件費を削減するとと
もに、職員の心身の健康の維持・向上
を図る。

22～26年度 職員課

　　３　人事・給与制度の適正化改革基本項目

改革項目 改革方針・目標 所管課等名
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分類 着手の
番号 始期・終期

3-3-4 開庁時間等の見直し
昼休みや年度末・始めに窓口業務を実
施することにより、住民ニーズに対応
できる体制づくりを行う。

22～26年度 職員課

3-3-5 旅費の見直し
旅費の支給内容・方法を見直し、縮減
に努める。

22～26年度 職員課

分類 着手の
番号 始期・終期

3-4-1
人事評価制度導入の
検討

職員の意識改革と適材適所への職員配
置に活用するため、人事評価制度を整
備し導入する。

22～26年度 職員課

行政サービスの向上に必要な職務遂行
能力の習得、専門知識・技能の習得は

改革項目 改革方針・目標 所管課等名

改革基本項目 　　３　人事・給与制度の適正化

　　４　職員の意識改革・能力の向上改革基本項目

改革項目 改革方針・目標 所管課等名

3-4-2 職員研修の充実
能力の習得、専門知識・技能の習得は
もとより、自己成長・自己啓発・自己
実現について意欲的な職員の育成に努
める。

22～26年度 職員課

分類 着手の
番号 始期・終期

3-5-1
行政審査制度の導入
の検討

外部監査制度導入の検討を行う。 22年度 総務課

3-5-2
各種会議の委員等の
見直し

各種委員の定数、女性登用及び市民公
募委員の登用について見直す。

22～26年度 総務課

3-5-3 公用車の集中管理

各課が管理している公用車（特殊車両
は除く）を集中管理し、計画的な公用
車の入替え（更新）を進めることによ
り、事務処理の効率化、管理経費の削
減及び公用車の適正な管理・運用を図
る。

22～26年度 契約管財課

　　５　新しいシステムの構築改革基本項目

改革項目 改革方針・目標 所管課等名
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（１４項目）

分類 着手の
番号 始期・終期

4-1-1
施策・事務事業評価
制度の創設

毎年度策定する事務事業実施管理表の
計画的な事業展開と併せて、事業の評
価・検証を行い、翌年度の事業に反映
させる。評価・検証結果は市民に公表
する。

22～24年度 企画政策課

4-1-2
事務事業の縮小・廃
止

事務事業の必要性、効果、コストなど
総合的に判断するとともに、事務の効
率化・適正化及び経費節減などについ
て、すべての事務事業について抜本的
見直しを図る。

22～26年度 財政課

4-1-3
個人給付的事業の見
直し

個人給付的な事業について、給付の必
要性や効果を整理し、給付対象や給付
内容を見直した上で、整理統合、廃止
を行う。

22～26年度 財政課

催事等の統合、負担

イベントや祭りなどの行事の統合や、
それらを運営するための事務局機能の
民間移行が可能かなど、行政負担の軽

　　１　事務事業の再構築・効率化改革基本項目

改革項目 改革方針・目標 所管課等名

(4) 事務事業の見直し

4-1-4
催事等の統合、負担
軽減

それらを運営するための事務局機能の
民間移行が可能かなど、行政負担の軽
減、効率化に繋がる事務事業の見直し
を、合併調整方針も念頭に置き、調整
を進める。

22～25年度 企画政策課

4-1-5
公共事業の発注方法
等の見直し

公共工事、業務委託の発注方法、入札制
度や随意契約について、あり方を検証し、
必要に応じ見直しを図る。

22～26年度 契約管財課

4-1-6
庁舎管理経費等の節
減

庁舎の老朽度合を見据え、必要に応じ
て施設・設備等の補修や適正な維持管
理に努め、組織機構の変更やＯＡ化の
推進などにも対応しながら、快適で機
能的な庁舎環境の維持を図る。

22～26年度 契約管財課

4-1-7 備品の共有化
各課管理の備品等について、共有化で
きるシステムを導入し、全庁的に備品
の有効活用を図る。

22～26年度 契約管財課
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分類 着手の
番号 始期・終期

4-1-8
学校給食業務の効率
化

学校給食の自校方式を学校給食セン
ター方式に移行する。

22～26年度 学校教育課

4-1-9
合併調整方針整理表
に基づく調整の推進

合併協議の調整方針に基づいて、事務
事業の調整を進める。

22～26年度 企画政策課

分類 着手の
番号 始期・終期

4-2-1
保育所の民営化の推
進

直営で運営している保育所について、
民営化の可能な施設は、民営化を進め
る。

22～26年度 こども課

改革基本項目

　　２　民間活力導入の強化（民営化、民間委託等）改革基本項目

改革項目 改革方針・目標 所管課等名

　　１　事務事業の再構築・効率化

改革項目 改革方針・目標 所管課等名

4-2-2 民間活力導入の推進

すべての事務事業について、民間委
託、民営化及び嘱託・臨時職員での対
応等の可能性を検証し、民間活力導入
を推進する。
また、地域との協働の観点からも事業
の見直しを行い、事務の効率化と地域
力の向上を図る。

22～26年度 企画政策課

4-2-3
養護老人ホーム和幸
園の民設民営化

養護老人ホーム和幸園を指定管理期間
終了後の平成23年4月1日から民設民営
に移行する。
　これにより、入所者にとって健全な
環境と健康的な生活を提供し、また、
地域住民との交流やふれあいを通じ
て、地域社会に開かれた地域密着型の
施設を目指す。

22年度 長寿課
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分類 着手の
番号 始期・終期

4-3-1
補助・交付金等の抜
本的見直し

事業費に対する市補助・交付金などの
割合や事業費に対する前年度繰越金の
割合、補助団体等の活動内容、必要
性、妥当性などを考慮し、補助・交付
金等の見直しを行う。

22～26年度 財政課

4-3-2 各種協議会の見直し

市が関係している各種協議会につい
て、市の参画の必要性や事業内容の見
直し、市から団体等への事務局移管な
どを推進する。また、同様の趣旨の各
種協議会について、整理・統合を行
う。

22～24年度 企画政策課

　　３　外郭団体等の自立化・適正な支援改革基本項目

改革項目 改革方針・目標 所管課等名
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（６項目）

分類 着手の
番号 始期・終期

5-1-1

日南市市有建物保全
業務推進プラン（再
生マスタープラン）
の策定

旧日南市の市有建物保全プランを見直
し、新日南市の市有建物保全プランを
策定する。

22～23年度 建築住宅課

分類 着手の
番号 始期・終期

5-2-1
指定管理者制度の積
極的活用

公の施設の指定管理者制度による管理
の推進を図る。

22～23年度 総務課

分類 着手の
　　３　公共施設の統廃合改革基本項目

改革基本項目

改革方針・目標

　　２　指定管理者制度の積極的な活用改革基本項目

改革項目

　　１　適切な維持補修・改築更新・延命化

改革項目 所管課等名

改革方針・目標 所管課等名

(5) 公共施設の有効活用・統合整理

分類 着手の
番号 始期・終期

5-3-1
公共施設の整理・統
廃合

公共施設の適正配置と統合整備につい
ては、市民生活に急激な影響を及ぼさ
ないよう十分配慮するとともに、財政
事情等を考慮しながら、計画的・効率
的に検討し、適正に配置・整備する。

22～26年度 企画政策課

分類 着手の
番号 始期・終期

5-4-1
公共施設の開館日・
開館時間の見直し

現在の各公共施設について、市民の利
便性や効果、利用実態などを見極めた
上で、開館日や開館時間などの見直し
を検討する。

22～24年度 企画政策課

5-4-2
支所・出張所の機能
拡充

現在、市内にある支所・出張所（総合
支所は除く。）を地域の活動拠点施設
（コミュニティセンター）と位置づ
け、住民の利便性を重視した機能を更
に高める。

22～26年度 協働課

改革項目 改革方針・目標 所管課等名

　　４　公共施設サービスの向上改革基本項目

改革項目 改革方針・目標 所管課等名
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分類 着手の
番号 始期・終期

5-5-1
施設毎の管理運営見
直し（管理運営の合
理化）

各所管課の管理する施設の管理運営状
況を精査し、経費節減等の管理運営の
合理化を進めるとともに、指定管理者
制度の導入や施設の民間譲渡を検討す
る。

22～24年度 企画政策課

改革基本項目 　　５　管理運営の見直し

改革項目 改革方針・目標 所管課等名
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